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世田谷区はり・きゅう・マッサージサービス利用のルール 

 

  この事業は、高齢者と在宅障害者の介護者のリフレッシュを目的に実施する事業です。 

より多くの方に、公平に利用の機会を提供するため、利用対象者おひとりにつき月 1回の利用が

原則ですが、事業実施当日の定員に空きがあるときに限り、同月２回目の利用を受け付けます。 

よくお訊ねのある事項を利用のルールとしてまとめましたので、利用にあたって、または利用の案

内にあたっては、「世田谷区はり・きゅう・マッサージサービスのご案内」ちらしのほか、本紙をご確

認くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

（裏面「実際の問い合わせ例」） 

 

１ 「１回」あたりの利用時間は４５分です。 

・４５分利用する前後４５分の延長も、別の日・会場での４５分の利用も「１回」と 

計算します。 

 

２ 「1回」あたりの利用料金は１，５００円です。 

 ・４５分利用し、加えて前後４５分の延長をするときの利用料金は、「２回」の利用なの

で、１,５００円×２回＝３，０００円です。 

 

３ 予約ができるのは、月１回（４５分）のみです。 

・すでに予約受付している方の同月の２回目の事前予約はできません。 

 

４ 同月内の利用は、予定も含めて最大２回（４５分×２回＝９０分）までです。 

・当日定員に空きがあるときは、同じ会場で１回（４５分）だけ延長が可能です。 

・当日定員に空きがあるときは、他の会場で１回利用がある方も、会場で利用の申し込

みを受け付けます。 

 

・予定も含めて、同じ月の利用は２回までです。 

時間延長した場合は「２回」の利用となり、同じ月に他の会場を利用することはでき

ません。 

 

   

 

電話で予約の際は、以下項目を確認させていただきます。 

①既にはがきや電話で予約をしていないこと。 

②同月内に利用していないこと。 

 

 当日会場にお越しの際、以下項目を確認させていただきます。 

①同月内に予約または既に利用していないか。 

②同月内に利用していた場合には延長していないこと。 

 

利用のルール 

受付時の確認事項 



実際の問い合わせ例 

 

Ｑ１:はがきで申し込み、予約が確定していますが、予約日前の別日に利用できますか。 

Ａ１:当日空きがあれば利用できます。 

ただし、１か月最大２回までなので、予約日前に延長で２回分利用してしまうと、予

約日にご利用いただくことはできません。予約の取り消しをお申し出ください。 

 

Ｑ２:はがきで申し込み、予約が確定していますが、予約日後の別日に利用できますか。 

Ａ２:初回に延長で２回分実施していない場合のみ、当日空きがあれば、１回分（延長なし）

利用できます。 

 

Ｑ３:予約せずに、直接会場に来ました。すでに同月内の別日に延長で２回分利用しました

が、利用できますか？ 

Ａ３:（当日空きがあっても）利用できません。 

 

Ｑ４:予約せずに、直接会場に来ました。すでに同月内の別日で１回分（延長なし）利用し

ましたが、利用できますか？ 

Ａ４:当日空きがあれば、１回分（延長なし）利用できます。 

 

Ｑ５:予約せずに、すでに１回分（延長なし）利用しました。電話で同月内の別日を予約す

ることはできますか。 

Ａ５:電話で２回目の予約はできません。当日空きがあれば、１回分（延長なし） 利用で

きます。ご希望の場合は、直接会場で申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

利用予約後のキャンセルや抽選後の空き状況の問い合わせ先 

 

世田谷区社会福祉協議会 

電話０３‐５４２９‐２２３３ 

 

※利用月の６日以降の受付となります。 


